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各ワーキンググループ等の役割
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飯舘村長泥地区の環境再生事業の実施状況に関する指摘事項

指摘事項 対応方針

・埋め戻した後にどの位置に暗渠排水管が埋まっているの
か、将来的に分からなくならないよう暗渠管の位置をきち
んと把握しておくこと。

・暗渠配水管の位置が分かるように、埋設箇所を表示し
ました。（資料１－３参照）

・飯舘村長泥地区の環境再生事業の実施状況には安定性の
データがないので、構造安定性に関する長泥の状況を示す
こと。

・飯舘村長泥地区環境再生事業における安定性について
整理しました（資料１－３参照）。

・土で造った土構造物というのは、最初の１、２年に変形
が必ず生じるので、維持管理の方法が妥当であるかどうか、
あるいは、何か追加すべきかどうかということをやるのは
盛土を造って最初の１、２年というのがすごく大事である。
実際に耕作をしておられる方々が作業をする前に周りを
回ったり、あるいは何か異変を感じたりとかそういうとこ
ろが維持管理につながってくるので、これらのデータを
ちゃんと積み上げて今後の検討につなげていくこと。

・日常的な点検の中で、構造物の異変など得られた情報
を集約して維持管理方法に反映できるよう検討してまい
ります。

・飯舘村長泥地区の環境再生事業では、表土に山砂（遮へ
い土）を用いていることから透水係数の改善が必要である
が、他の地区、既存のほ場等で仮に再生利用を考えると
なった場合は表土があるので、課題にはならない。手引き
の整理上で、長泥での表土の考え方、と他地区での表土の
考え方について、目的を持って整理をすること。

・飯舘村長泥地区の環境再生事業のみに関係する事項と
全国で再生利用を実施する際に整理すべき事項と精査及
び区分して成果を整理してまいります。

飯舘村長泥地区の再生事業の実施状況に対するご指摘
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指摘事項 対応方針

・実証事業では、山砂（遮へい土）を表土として用いた場合
に生じる特有の課題を解決するため、暗渠排水設置間隔を
7.5mにしていると推察するが、標準的な間隔よりも狭いよ
うに思うので、手引きに記載する場合は、内容の検討をす
ること。

・飯舘村長泥地区の環境再生事業で得られた知見を踏ま
えて、全国で再生利用を実施する際の方策について整理し
てまいります。

・覆土50cmで年間被ばく線量を満足するという計算の時に、
覆土の密度がある一定以上だと仮定されていたと思うが、
耕作土の密度でもそれを満足するのか問題ないのか。
維持管理者と共有しておくのも大切である。

・覆土の取扱いについては検討課題と認識しており、耕
作土の密度についても考慮の上、関係者と共有してま
いります。

飯舘村長泥地区の環境再生事業の実施状況に対するご指摘（続き）

飯舘村長泥地区の環境再生事業の実施状況に関する指摘事項
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福島県（中間貯蔵施設）内での道路盛土実証事業の実施状況関する指摘事項

指摘事項 対応方針

・今後、ご説明をされる際、バックグラウンド値とそれ
から再生資材を利用したことによる数値という、併せて
併記すると理解促進につながる。

・バックグラウンド値、および再生資材を使用することに
よる追加被ばく量を併記するなど、分かり易い資料整理に
努めてまいります。

・石灰を使っての改良となるので、染み出てくる水につ
いてはpHが高い場合もある。留意事項などのところに記
載するなど必要。

・石灰改良によるpH変化や、その変化に伴い留意すべき事
項については分析中であり、今後どのように記載すべきか
検討してまいります。

福島県（中間貯蔵施設）内での道路盛土実証事業の実施状況に対するご指摘
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